
○ 立木の伐木作業者

○ チェーンソー作業者

○ 車両系建設機械運転者

○ 高所作業車運転者

○ 玉掛作業者

○ 刈払機取扱作業者

○ 振動工具取扱作業者（ヘッジトリマー）

○ 統括安全衛生責任者（元請現場監督）

○ 職長・安全衛生責任者（下請現場監督）

事業場において、作業員を指揮監督する者を言う。

チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、振動障
害の防止の為に必要な知識を付与することである。

特定元方事業者の現場において、安全衛生に関する統括管理する者。建設現場に
おいては、建設業法における現場代理人の職務のうち、労働安全衛生法上におけ
る役割であり、通常は兼務する。

荷などをクレーンで吊り上げる作業で必要な資格。これを取っていないと玉掛け作
業はできない。

刈払機作業の安全を確保し、かつ刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止する
こと等を目的としている。また、これを修了していないと、国・地方公共団体等発注
の道路維持委託業務・河川維持委託業務等の刈払い作業を行なうことはできな
い。

機械重量3.0ｔ以上を含めた全ての車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）

高所作業車両を操作することが出来る
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胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上で、かつ重心が著しく
偏している立木の伐木・つるきり・その他特殊な方法による伐木又はかかり木でか
かっている木の胸高20cm以上であるものの処理の業務

胸高直径が70cm未満の立木の伐木・かかり木でかかっている木の胸高20cm未満
であるものの処理の業務
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